
21,048百万円
18,553百万円
4,320百万円

99.9％
3ヵ月

24,036百万円
23,132百万円
1,716百万円

99.9％
3ヵ月

平成24年度中間期 平成25年度中間期
金利リスクのＶａＲ
　うち円金利
　うち他通貨金利
信頼区間
保有期間

項　目

・要求払預金の金利リスクについては、コア預金モデルによる測定方法を採用し
ております。（コア預金とは、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって
随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間銀行に滞留する預
金です）
・トレーディング部門の金利リスクについては、信頼区間99.9%、保有期間10日
間のVaRを測定しております。
・米ドル及びユーロ以外の他通貨及び山口銀行を親会社とする連結対象子会社
の金利感応資産・負債については、影響が軽微なことから200BPVにより測定し
ております。
・なお、平成25年度の金利リスク合計については、平成24年度と同様、円金利と
他通貨金利の相関係数を0.5として測定しております。

（単位：百万円）

83,727
31,776

─
─
624
─

116,128

95,360
37,154

─
─
26
─

132,541

平成24年度中間期算　出　方　式 平成25年度中間期
 ルックスルー方式
 修正単純過半数方式
 マンデート方式
 内部モデル方式
 簡便方式（リスク ・ ウエイト400%）
 簡便方式（リスク ・ ウエイト1250%）
 合 計 額

８．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの
額（第7条第4項第9号）

９．銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した
金利ショックに対する経済的価値の増減額（第7条第4項第10号）

13,237百万円
11,678百万円
2,700百万円

99.9％
3ヵ月

平成25年度中間期
金利リスクのＶａＲ
　うち円金利
　うち他通貨金利
信頼区間
保有期間

項　目

・要求払預金の金利リスクについては、コア預金モデルによる測定方法を採用し
ております。（コア預金とは、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって
随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間銀行に滞留する預
金です）
・トレーディング部門の金利リスクについては、信頼区間99.9%、保有期間10日
間のVaRを測定しております。
・米ドル及びユーロ以外の他通貨及びもみじ銀行を親会社とする連結対象子会
社の金利感応資産・負債については、影響が軽微なことから200BPVにより測定
しております。
・なお、平成25年度の金利リスク合計については、平成24年度と同様、円金利と
他通貨金利の相関係数を0.5として測定しております。

（注）1.ルックスルー方式とは、ファンド内の個々の資産の信用リスク・アセットの額を算
出し、足しあげる方式です。

　　2.修正単純過半数方式とは、ファンドがすべて株式等エクスポージャーで構成され
ているとみなし、300%又は400%のリスク・ウエイトを適用する方式です。

　　3.マンデート方式とは、ファンドの運用基準に基づき、ファンド内の構成資産を保守
的に仮定し、個々の資産の信用リスク・アセットの額を算出し、足しあげる方式で
す。

　　4.内部モデル方式とは、一定の要件を満たしたファンドの時価の変動率から内部モ
デルを使用して、所要自己資本を算出する方式です。

　　5.簡便方式（リスク・ウエイト400%）とは、ファンド内に低格付又は無格付の証券化
エクスポージャーやデフォルト債権等の高リスク商品が含まれないことが確認で
きる場合に、400%のリスク・ウエイトを適用する方式です。

　　6.簡便方式（リスク・ウエイト1250%）とは、上記のいずれにも該当しない場合に、
1250%のリスク・ウエイトを適用する方式です。

（山口銀行単体 ＋ 連結対象子会社）

（もみじ銀行単体 ＋ 連結対象子会社）

3,403百万円
3,401百万円

3百万円
99.9％
3ヵ月

平成25年度中間期
金利リスクのＶａＲ
　うち円金利
　うち他通貨金利
信頼区間
保有期間

項　目

・要求払預金の金利リスクについては、コア預金モデルによる測定方法を採用し
ております。（コア預金とは、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって
随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間銀行に滞留する預
金です）
・他通貨金利のうち米ドル及びユーロ以外の他通貨については、影響が軽微なこ
とから200BPVにより測定しております。
・なお、平成25年度の金利リスク合計については、平成24年度と同様、円金利と
他通貨金利の相関係数を0.5として測定しております。

（北九州銀行単体）

7,881百万円
7,073百万円
1,422百万円

99.9％
3ヵ月

平成24年度中間期

3,049百万円
3,048百万円

2百万円
99.9％
3ヵ月

平成24年度中間期

中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況

・再生可能エネルギー分野については太陽光発電設
備等、医療・介護分野については介護施設建設資金等、
農業分野については農業近代化資金等の取組を各
分野に専担者を配置し対応しています。異業種からの
介護・農業分野への新規参入に対してもサポート体制
を整えています。

・医療・介護、再生可能エネルギー分野（太陽光発電事
業）への取引推進により地域活性化への支援を積極
的に対応しています。医療介護分野は、事業相談や開
業希望者への情報提供、介護事業セミナー等の開催
により、取引先のニーズ対応と資金需要の発掘を行っ
ています。エネルギー分野については、取引先に対す
る事業アドバイスや融資スキーム提案等による支援
を積極的に行い、案件を掘り起しています。

・お客様のビジネス上の課題解決のため、大学・各種外
郭団体と連携し、また、販路拡大やコスト削減等解決
に繋げるビジネスパートナーの紹介を行うビジネス
マッチング等、中小企業の皆様の個別ニーズに対しま
して積極的かつ迅速な対応を実施してまいります。

公務渉外
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支援

25年4月に

支援

（福岡県の場合、通称”ふくおかサポート会議”）、経営
改善支援センター、

平成25年  7月 海外銀行との業務提携
　　　　　　　メトロポリタン銀行（フィリピン共和国）
　　　　　　　（国際協力銀行との覚書に参加）

　　　　　　　　　　　　 平成25年度上半期の
取組実績は、8件、47百万円となっています。

25年度上半期の取組実績は、37件、122百万円とな
っています。

　　　　　　　　　  5年上半期の取組実績は、3
件、30百万円となっています。

なお、平成25年度上半期のグループ各行からワイエムコ
ンサルティング（株）への取次ぎ件数は次のとおりであり、
グループ一体となって積極的な支援活動を行っています。

 ・ 中小企業の再生支援を目的とし、平成25年9月に、
事業再生ファンドである「やまぐち事業維新ファン
ド｣を北九州銀行、山口県内信用金庫、中小企業基
盤整備機構、山口県信用保証協会、山口キャピタル、
REVICキャピタルと共同で設立しています。
 ・ また、山口県中小企業再生支援協議会や山口県信
用保証協会、山口県商工会議所連合会等ともタイ
アップしながら経営改善をサポートします。

 ・ 事業デューデリジェンスの実施等による実態把握と
経営改善アドバイスの地道な活動により、新規融資
を含めた既存貸出金の組替、資金繰り安定化に取組
んだ事例(業種：和菓子製造業)。

 ・ 具体的な経営改善支援の取組みとして、事業デュー
デリジェンスの結果を踏まえ、経営課題の洗い出し
と過去の店舗政策、近年取組みの不採算店舗閉鎖
に対する評価・今後の施策についてアドバイスを行
いました。店舗出店の抑制と更なる諸経費の削減を
骨子に経営改善を継続し、改善により生み出された
キャッシュフローにより有利子負債の逓減を図って
いくとの対応方針を明確化しました。また、出店費用、
リストラ費用計上に対して償還能力に見合わない調
達(年間キャッシュフローを大幅に上回る多額の約
定返済)を行ってきたことを省み、経常運転資金の
取り入れ、長期資金組替による財務収支の再構築を
提案し、実行しました。

 ・ 本件取組みにより、資金繰り安定化が図られるとと
もに、メイン行変更による金融機関取引の安定化

ペルービジネスセミナー開催

  91件
153件
  23件 　　　　　　　　　　　　5年度上半期は、7先の正

常化を実施しています。

精密なセンサー及び部品搬送技術により、製造
ラインの設計・製造・設置・メンテナンスまで
行うエンジニアリング会社様。中小企業再生支
援協議会及び外部コンサルタントと連携し、経
営改善計画を策定いたしました。
  大手メーカーの事業撤退により当社は売上の9
割を失い、解雇を含む大規模なコスト削減を実
施しましたが、売上の急減に追いつかず3期連続
赤字、債務超過となっていました。
　外部コンサルタントの協力を得て、まず事
業・財務・法務デューデリジェンスを実施し、

外部機関である北九州産業学術推進機構（FAIS、
北九州市100％出資）、福岡県産業・科学技術振
興財団（IST、北九州市1.2％出資）、九州ニュービ
ジネス協議会、地域経済活性化支援機構、北九州
活性化協議会等や九州工業大学、北九州市立大
学、九州歯科大学、産業医科大学等の地元大学と
連携し、お取引先の課題解決に向けた経営、技術
相談等への取組を実施しています。

それを基に経営課題を整理し今後の体制について協
議を重ねました。
　財務面では、中小企業再生支援協議会の協力を得
て、全取引行がリスケジュール及びプロラタ返済に同
意し、業務面では、経営体制を刷新し、社長が海外子
会社、ご子息がそれぞれ営業部門の新設、技術開発部
門を掌握する体制としました。
　現在、海外子会社の業況も落ち着き、営業部門では
電機メーカー以外からの受注を獲得、技術部門では自
社製品を開発しすでに販売実績があがるなど、計画初
年度から黒字計上となりました。
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支援

25年4月に

支援

（福岡県の場合、通称”ふくおかサポート会議”）、経営
改善支援センター、

平成25年  7月 海外銀行との業務提携
　　　　　　　メトロポリタン銀行（フィリピン共和国）
　　　　　　　（国際協力銀行との覚書に参加）

　　　　　　　　　　　　 平成25年度上半期の
取組実績は、8件、47百万円となっています。

25年度上半期の取組実績は、37件、122百万円とな
っています。

　　　　　　　　　  5年上半期の取組実績は、3
件、30百万円となっています。

なお、平成25年度上半期のグループ各行からワイエムコ
ンサルティング（株）への取次ぎ件数は次のとおりであり、
グループ一体となって積極的な支援活動を行っています。

 ・ 中小企業の再生支援を目的とし、平成25年9月に、
事業再生ファンドである「やまぐち事業維新ファン
ド｣を北九州銀行、山口県内信用金庫、中小企業基
盤整備機構、山口県信用保証協会、山口キャピタル、
REVICキャピタルと共同で設立しています。
 ・ また、山口県中小企業再生支援協議会や山口県信
用保証協会、山口県商工会議所連合会等ともタイ
アップしながら経営改善をサポートします。

 ・ 事業デューデリジェンスの実施等による実態把握と
経営改善アドバイスの地道な活動により、新規融資
を含めた既存貸出金の組替、資金繰り安定化に取組
んだ事例(業種：和菓子製造業)。

 ・ 具体的な経営改善支援の取組みとして、事業デュー
デリジェンスの結果を踏まえ、経営課題の洗い出し
と過去の店舗政策、近年取組みの不採算店舗閉鎖
に対する評価・今後の施策についてアドバイスを行
いました。店舗出店の抑制と更なる諸経費の削減を
骨子に経営改善を継続し、改善により生み出された
キャッシュフローにより有利子負債の逓減を図って
いくとの対応方針を明確化しました。また、出店費用、
リストラ費用計上に対して償還能力に見合わない調
達(年間キャッシュフローを大幅に上回る多額の約
定返済)を行ってきたことを省み、経常運転資金の
取り入れ、長期資金組替による財務収支の再構築を
提案し、実行しました。

 ・ 本件取組みにより、資金繰り安定化が図られるとと
もに、メイン行変更による金融機関取引の安定化

ペルービジネスセミナー開催

  91件
153件
  23件 　　　　　　　　　　　　5年度上半期は、7先の正

常化を実施しています。

精密なセンサー及び部品搬送技術により、製造
ラインの設計・製造・設置・メンテナンスまで
行うエンジニアリング会社様。中小企業再生支
援協議会及び外部コンサルタントと連携し、経
営改善計画を策定いたしました。
  大手メーカーの事業撤退により当社は売上の9
割を失い、解雇を含む大規模なコスト削減を実
施しましたが、売上の急減に追いつかず3期連続
赤字、債務超過となっていました。
　外部コンサルタントの協力を得て、まず事
業・財務・法務デューデリジェンスを実施し、

外部機関である北九州産業学術推進機構（FAIS、
北九州市100％出資）、福岡県産業・科学技術振
興財団（IST、北九州市1.2％出資）、九州ニュービ
ジネス協議会、地域経済活性化支援機構、北九州
活性化協議会等や九州工業大学、北九州市立大
学、九州歯科大学、産業医科大学等の地元大学と
連携し、お取引先の課題解決に向けた経営、技術
相談等への取組を実施しています。

それを基に経営課題を整理し今後の体制について協
議を重ねました。
　財務面では、中小企業再生支援協議会の協力を得
て、全取引行がリスケジュール及びプロラタ返済に同
意し、業務面では、経営体制を刷新し、社長が海外子
会社、ご子息がそれぞれ営業部門の新設、技術開発部
門を掌握する体制としました。
　現在、海外子会社の業況も落ち着き、営業部門では
電機メーカー以外からの受注を獲得、技術部門では自
社製品を開発しすでに販売実績があがるなど、計画初
年度から黒字計上となりました。
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平成25年度上半期の山口県産業技術センターへ
の技術相談等は13件です。

提携大学（近畿大学・広島工業大学）や広島県立総
合技術研究所へ21件の相談・紹介を実施し、うち
1件が共同開発・研究に向けた技術相談に繋がっ
ています。

平成25年9月までの相談・取次は8件で、うち共同
研究2件、補助金交付2件、特許申請1件となって
います。
北九州市の外郭団体で支援機関の北九州産業学
術推進機構（｢FAIS｣）、福岡県の外郭団体で支援
機関の福岡県産業・科学技術振興財団（「IST」）お
よび北九州銀行の3者で、中小企業の様々な課題
（資金・技術・営業・市場等）を解決し、支援育成する
当地特有の持続可能な産学官金連携システム構
築を開始し、平成25年9月までに5件の企業訪問
を実施しました。

「ひろしまイノベーションファンドⅡ」は、成長性の高
い事業展開を図ろうとする広島の企業および事業
に対するリスクキャピタルの提供を目的に平成24
年1月に設立されたファンドで、当行は一部出資し
ています。
平成25年5月、同ファンドが1件・約5億円を投資し
ました。

平成25年3月、北九州銀行主催のＭＡＧ-Ｎｅｔ北九
州（異業種交流会）で、九州工業大学の松永学長を
講師に迎え「大学を使って地域を活性化しよう」と
題し講演会を開催しました。
また、グループ会社のワイエムコンサルティング㈱
の会員情報誌へ同学の「産学連携」をＰＲする寄稿
を実施しました。
平成25年10月、北九州産業学術推進機構｢FAIS｣
が主催する「北九州学術研究都市第13回産学連携
フェア」の展示会に出展いたしました。
小倉地区中心市街地活性化事業（小倉魚町商店街
の空テナント対策をテーマにしたリノベーションプ
ロジェクト）に積極的に関与し、遊休不動産のリノ
ベーションを通じたまちづくりに貢献しています。
平成24年度は1件目の融資取組を行いました。

により、当社が業績向上策に注力できる体制構築
が可能となりました。

報酬等に関する開示事項（連結）

１．当社（グループ）の対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備
状況に関する事項
（1） 「対象役職員」の範囲

　開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」及び「対象
従業員等」（合わせて「対象役職員」）の範囲については、以下のとおり
であります。
① 「対象役員」の範囲
　「対象役員」は、当社の取締役及び監査役であります。なお、社外
取締役及び社外監査役を除いております。
② 「対象従業員等」の範囲
　当社では、対象役員以外の当社の役員及び従業員ならびに主要
な連結子法人等の役職員のうち、「高額の報酬等を受ける者」で当社
及びその主要な連結子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要
な影響を与える者等を「対象従業員等」として、開示の対象としてお
ります。

（ア） 「主要な連結子法人等」の範囲
　「主要な連結子法人等」とは、当社の連結総資産に対する当該子
法人等の総資産の割合が２％を超えるもの及びグループ経営に
重要な影響を与える連結子法人等であり、具体的には株式会社山
口銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社北九州銀行が該当します。

（イ） 「高額の報酬等を受ける者」の範囲
　「高額の報酬等を受ける者」とは、当社及びその主要な連結子法
人等から基準額以上の報酬等を受ける者であります。当社では基
準額を13百万円に設定しております。当該基準額は、当社の過去
3年間（平成22年４月～平成25年3月）の半期における役員報酬
額（従業員としての報酬を含む）の平均をもとに設定しております
が、期中退任者・期中就任者は除いて計算しております。当社の主
要な連結子法人等においてもその報酬体系・水準は大きく異なる
ものでないことから、主要な連結子法人等にも共通して適用して
おります。
　なお、退職一時金につきましては、報酬等の金額から退職一時
金の全額を一旦控除したものに「退職一時金を在職年数で除した
金額」を足し戻した金額をもって、その者の報酬等の金額とみな
し、「高額の報酬等を受ける者」の判断を行っております。

（ウ） 「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える
者」の範囲
　「グループの業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与え
る者」とは、その者が通常行う取引や管理する事項が、当社、当社
グループ、主要な連結子法人等の業務の運営に相当程度の影響
を与え、又は取引等に損失が発生することにより財産の状況に重
要な影響を与える者であります。具体的には、連結子法人の銀行
の役員が該当します。

（2） 対象役職員の報酬等の決定について
①対象役員の報酬等の決定について
　当社は、当社グループの役員（監査役を除く）の報酬体系、報酬の
内容を審議する機関として、報酬委員会を設置しております。報酬委
員会は、当社グループの取締役の報酬等の内容にかかる決定方針
及び報酬の内容（金額が確定しているものは金額、金額が確定して
いないものは具体的な算定方法、金額以外のものは具体的内容）を
審議しております。報酬委員会は、当社の取締役会の決議によって
選定された取締役5名をもって構成し、そのうち1名以上は社外取締
役としております。業務推進部門からは独立して当社の株主総会の
決議の範囲内で報酬決定方針等について取締役会に答申し、取締
役会はかかる答申を尊重して報酬決定方針等を決定します。
　なお、監査役の報酬については、当社の株主総会において決議さ
れた監査役報酬限度額の範囲内において、会社法第387条第2項の
定めに従い監査役の協議により決定しております。
②対象従業員等の報酬等の決定について
　対象従業員等は連結子法人の銀行の役員であり、前項に記載の
過程を経て報酬等を決定しております。

（3） 報酬委員会等の構成員に対して払われた報酬等の総額及び報酬委員
会等の会議の開催回数

２．当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系の設計及び運用の
適切性の評価に関する事項
（1） 報酬等に関する方針について

① 対象役員の報酬等に関する方針
　当社では役員の報酬等の構成は、基本報酬のみとしております
が、対象役員には連結子法人の銀行の役員を兼務している者がおり

ます。連結子法人の銀行では、役員報酬制度の透明性をより高める
とともに、業績の向上や企業価値増大への貢献意欲及び株主重視
の経営意識を高めることを目的として、役員報酬制度を設計してお
ります。具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の
構成を、
　・基本報酬　
　・業績連動型報酬　
　・株式報酬型ストックオプション
としております。
　基本報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案
し、業績連動型報酬は、業務執行から独立した立場である社外役員
を対象外としたうえで、当社の業績を勘案して決定しております。株
式報酬型ストックオプションは、業績連動型報酬と同様に業務執行か
ら独立した立場である社外役員を対象外としたうえで、より長期的
な企業価値の創出を期待し、一定の権利行使期間を設定し、役員の
職位に応じた新株予約権を付与しております。
　役員の報酬等は、株主総会において決議された役員報酬限度額
の範囲内で決定しており、社外取締役を委員長とする持株会社の報
酬委員会による審議を経て、取締役会にて決定しております。
　なお、監査役の報酬については、株主総会において決議された役
員報酬限度額の範囲内で、社外監査役を含む監査役の協議により
決定しております。
② 対象従業員等の報酬等に関する方針
　対象従業員等は連結子法人の銀行の役員であり、当該銀行での
報酬等に関する方針は、前項に記載のとおりです。

３．当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整
合性ならびに報酬等と業績の連動に関する事項
　対象役員の報酬等の決定に当たっては、株主総会で役員全体の報酬総
額が決議され、決定される仕組みになっております。また、対象従業員等は
連結子法人の銀行の役員であり、各行の株主総会で役員全体の報酬総額
が決議され、決定される仕組みになっております。
（1） 対象役職員の報酬等の決定における業績連動部分について

① 業績連動部分の算出方法について
　業績連動報酬の支給対象となる対象役職員は、全て連結子法人
の銀行の役員（当社役員との兼任を含む）でありますが、その報酬の
決定の前提となる業績は、業績考課の対象期間における各銀行単体
の当期純利益をもって、業績として認識しております。またそこで認
識された業績に応じて、業績連動部分の報酬額を特定しております。

４．当社（グループ）の対象役職員の報酬等の種類、支払総額及び支
払方法に関する事項
対象役職員の報酬等の総額 （自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日 ）

５．当社（グループ）の対象役職員の報酬等の体系に関し、その他参
考となるべき事項
　特段、前項までに掲げたもののほか、該当する事項はございません。

人数
（人）

報酬等
の総額
（百万円）

固定
報酬の
総額

変動
報酬の
総額

退職
慰労
金

基本
報酬

基本
報酬

賞与 その他
株式
報酬型
ストック
オプション

対象役員（除く社外役員）
対象従業員等

区分

8
5
106
72
106
72

79
49

27
23

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

（注）１．対象役員の報酬額等には、主要な連結子法人等の役員としての報酬額等
を含めて記載しております。

２．固定報酬の総額には、当事業年度において発生した繰延べ報酬50百万円
（対象役員27百万円、対象従業員等23百万円）が含まれております。
３．株式報酬型ストックオプションの権利行使時期は以下のとおりであります。
なお、当該ストックオプション契約では、行使期間中であっても権利行使は
役職員の退職時まで繰延べることとしております。

行使期間
株式会社山口フィナンシャルグループ 
第1回新株予約権 
株式会社山口フィナンシャルグループ 
第2回新株予約権

平成23年11月1日から
平成53年10月31日まで
平成24年7月31日から
平成54年7月30日まで

株式会社山口フィナンシャルグループ 
第3回新株予約権

平成25年7月24日から
平成55年7月23日まで

開催回数
（平成25年4月～平成25年9月）

報酬委員会（持株会社）
取締役会　（山口銀行）
取締役会　（もみじ銀行）
取締役会　（北九州銀行）

2回
2回
2回
2回

（注）報酬等の総額については、報酬委員会等の職務執行に係る対価に相当
する部分のみを切り離して算出することができないため、報酬等の総額
は記載しておりません。
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